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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１１月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭  

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年７月１６日 ０４時０３分ごろ（日本時間） 

発生場所 鹿児島県屋久
や く

島南南東方沖（公海上）  

屋久島町所在の尾之間
お の ま

灯台から真方位１４９°２６.１海里（Ｍ）

付近 

（概位 北緯２９°５１.３′ 東経１３０°４８.９′） 

事故調査の経過 平成２４年７月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  大韓民国の事故調査機関（Special Investigation Team Korean 

Maritime Safety Tribunal）に対して正貴丸に関する資料を提供し、

同機関からは№317 ORYONGに関する資料の提供を受けた。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

№317 ORYONGの旗国に対し、意見照会を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ  漁船 №317 ORYONG
オ リ ョ ン

（大韓民国籍）、３８０トン 

     ９０４２０４９（ＩＭＯ番号）、SAJO SEAFOOD CO.,LTD.（大韓

民国） 

     ４７.２１ｍ（Lr）×８.７０ｍ×３.７５ｍ、鋼 

     ディーゼル機関、７３５kＷ、１９９０年９月２１日 

Ｂ  漁船  正貴
しょうき

丸、１１トン 

      ＭＺ２－１５７（漁船登録番号）、個人所有 

      １１.９５ｍ（Lr）×３.４０ｍ×１.６３ｍ、ＦＲＰ 

      ディーゼル機関、２０５.９４kＷ、昭和５６年１月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ４５歳 

     ５級航海士（大韓民国発給） 

      交付年月日 ２０１０年２月２３日 

            （２０１５年２月２２日まで有効） 

    一等航海士Ａ（大韓民国籍） 男性 ４５歳          

     ６級航海士（大韓民国発給） 

      交付年月日 ２０１０年１１月１２日 

            （２０１５年１１月１１日まで有効） 

Ｂ  船長Ｂ  男性  ５８歳 

      一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 



- 2 - 

        免許登録日  昭和５５年２月８日 

        免許証交付日  平成２４年６月２２日 

                      （平成２９年９月１７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ  なし 

Ｂ  なし 

 損傷 Ａ  なし 

Ｂ  船首部圧壊 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士Ａほか２２人が乗り組み、一等航海

士Ａが、甲板員１人と共に船橋当直に就き、航海灯を表示して屋久島

南南東方沖３１Ｍ付近を約２９９°（真方位、以下同じ。）の針路、

約７.８ノット（kn）の速力で航行していた。 

一等航海士Ａは、レーダーにより、右舷船首方約７.５Ｍに南進す

るＢ船の映像を認め、その後、右舷船首方約４.４Ｍに接近した所で

Ｂ船が停止したことを認めていたところ、約１５分後、Ｂ船が再度南

進を始めてＡ船の前路を右方から左方に横切る態勢となっていること

に気付き、ＶＨＦ無線電話で交信を試みるとともに、モーターサイレ

ンを吹鳴した。 

Ａ船は、南進するＢ船に接近しながら、針路及び速力を保持して西

北西進を続け、平成２４年７月１６日０４時０３分ごろ、屋久島南南

東方沖において、Ａ船の右舷船尾とＢ船の船首とが衝突した。 

船長Ａは、一等航海士ＡからＢ船がＡ船の船尾にかすかに接触した

旨の報告を受けてＡ船を停船させ、サーチライトを使用して両船の状

況を確認し、Ａ船もＢ船も異常がない様子だったので、航海を再開し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員が乗り組み、まぐろはえ縄漁を行うた

め、０３時２８分ごろ、屋久島南南東方沖２５Ｍ付近で機関を中立と

して漂泊を開始し、航海灯を表示するとともに、本船の存在を周囲に

示すため、操舵室前面壁の左右上部角に取り付けた作業灯２個及び後

部甲板の作業灯３個を点灯し、餌や漁具を配置するなどの準備を行っ

た。 

船長Ｂは、漂泊開始から約１５分後に操業準備を終え、自動操舵で

針路を１８０°として航行を始め、はえ縄を収納した籠の交換作業を

行わせるために甲板員を後部甲板の右舷側通路近くに配置し、自らは

左舷船尾角の椅子状のスペースに右舷側を向いて腰を掛けて遠隔操縦

装置を手元のたつに掛け、甲板員に右舷方の見張りを行いながら、作

業をするように声を掛けた上、餌の活アジを針に掛けながら投縄を開

始した。 

Ｂ船は、約６.３kn の速力で投縄しながら南進中、船長Ｂが、針が

繰り出される合間に時折振り返るようにして左舷方に視線を向けなが

ら、２籠目のはえ縄を８割程度投入し、甲板員が次の籠を準備しよう
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として左舷側を向いて腰をかがめたとき、Ａ船と衝突した。 

甲板員は、周囲を見たところ、右舷船首方に西方へと遠ざかるＡ船

を視認し、外板にハングルが書かれていることを確認した。 

船長Ｂは、船体の損傷状況を確認しながら、Ａ船の動向を見ていた

ところ、Ａ船が徐々に減速してＢ船から約０.３Ｍ離れた所で停船

し、甲板上で照明が多数点灯するのを認めたが、Ａ船は数分後に西方

に向けて航行を再開した。 

船長Ｂは、投入したはえ縄を回収したのちに自力航行し、０８時４

５分ごろ携帯電話の通話圏内となる鹿児島県種子島南東方沖２０Ｍ付

近に到達してから海上保安庁に通報した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上平穏 

 その他の事項 

 

Ｂ船は、前部甲板と後部甲板との間の船体ほぼ中央部に操舵室を含

む構造物が設けられ、後部甲板は上部及び両舷がＦＲＰ製の囲壁で囲

われており、甲板上構造物を挟んで両舷には、前部甲板と後部甲板と

をつなぐ通路が設けられていたが、左舷側通路には、はえ縄を収納し

た籠やボンデン（浮玉）が高く積み上げられていた。 

Ｂ船は、本事故発生当時、レーダーでＢ船の２Ｍ以内に他船が接近

すれば、警報音が鳴るようにガードリングが設定され、警報音を増幅

する装置とし、操舵室後部にスピーカーが設置されていたが、船長Ｂ

は警報音を聞かなかった。 

Ｂ船のはえ縄は、全長約２,０００ｍの幹縄及び約５０ｍ間隔で幹

縄に取り付けられた枝縄４０本とで構成されたものを１本としてプラ

スチック製の籠に収納され、１本の投入には約７分を要し、本事故発

生当時は２０籠分を投入予定であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ船は、屋久島南南東方沖を西北西進中、一等航海士Ａが、右舷船

首方を南進していたＢ船が停止して漂泊を開始し、その後、Ｂ船がＡ

船の前路を右方から左方に横切る態勢で南進を再開したことを認めた

ものの、針路及び速力を保持して西北西進を続けたことから、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。  

Ｂ船は、投縄しながら南進中、船長Ｂが、右舷方を向いた姿勢で船

尾方への投縄を行いながら、時折振り返るようにして左舷方に視線を

向け、見張りを適切に行っていなかったことから、左舷船首方から接

近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、屋久島南南東方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が

投縄しながら南進中、一等航海士Ａが針路及び速力を保持して航行
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し、また、船長Ｂが左舷船首方の見張りを適切に行っていなかったた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・右舷船首方から接近する他船を認めた場合、衝突する虞の判断を

速やかに行い、避航船は、できる限り、早期に適切な避航動作を

とること。 

・操業中も適切な見張りを行うこと。 

 


